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１【提出理由】

　平成28年６月28日開催の当行第111回定時株主総会における決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき　　　　　金２円　　 総額735,989,960円

第二種優先株式１株につき　　金2.868円　総額501,900,000円

なお、普通株式及び第二種優先株式の配当総額は、1,237,889,960円となる。

 

第２号議案　定款一部変更の件

第二種優先株式等に関する株主との合意による自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた機

動的な資本政策を実施できるようにすること等を目的として、以下のとおり定款の一部変更を行う。

(1）取締役会決議により、「株主との合意による」自己株式の取得を可能とするため、第７条の２を

新設する。

(2）上記新設条文に定める「株主との合意による」自己株式の取得と第７条に定める「市場取引等に

よる」自己株式の取得との違いを明確にするため、第７条の一部を変更する。

 

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役に、吉永國光、大澤清美、江原洋、櫻井裕之、紺正行、稲葉喜子の６氏を選任する。

なお、紺正行及び稲葉喜子の２氏は社外取締役である。

 

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役に、加辺秀雄、南秀昌、安藤震太郎の３氏を選任する。

 

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に、半場秀氏を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

第１号議案 282,556個 79個 0個 99.639％ 可決

第２号議案 277,448個 73個 0個 97.838％ 可決

第３号議案      

吉永　國光 280,274個 3,303個 0個 98.835％ 可決

大澤　清美 280,943個 2,634個 0個 99.071％ 可決

江原　洋 281,043個 2,534個 0個 99.106％ 可決

櫻井　裕之 281,085個 2,492個 0個 99.121％ 可決

紺　正行 282,801個 776個 0個 99.726％ 可決

稲葉　喜子 282,818個 759個 0個 99.732％ 可決

第４号議案      

加辺　秀雄 276,237個 7,340個 0個 97.411％ 可決

南　秀昌 279,557個 4,020個 0個 98.582％ 可決

安藤　震太郎 275,879個 7,698個 0個 97.285％ 可決

第５号議案      

半場　秀 276,911個 6,666個 0個 97.649％ 可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有す

る株主が出席し、出席した株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

・第３号議案、第４号議案、第５号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議

決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反

対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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